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仙台市地域防災計画（地震・津波災害対策編）修正案 新旧対照表（抄） 

旧頁 旧 新 備考 

地震・津

波災害対

策編 

P4 

第 1 章 

第 2 節 

災害情報

を入手す

る 

（前略） 

【参 考】市の取り組み 

1. 略 

2. 災害情報等の広報の方法 

市は災害発生時には、迅速かつ正確で分かりやすい情報の伝達に努めます。市民等への伝達方法は

主に以下の手段を活用します。市民や企業、地域団体等は、災害が発生した際や災害発生の危険が高

まったことを感じた場合、以下の情報に注目し、確実に情報を得るよう努めます。 

(１) 略 

(２) 通信メディアによる広報 

市では、市ホームページや電子メール、SNS（ツイッター）等のインターネットを利用した様々

なサービスによる情報伝達を可能な限り実施し、市民への広報を充実させるとともに、国内外へ情

報発信を行います。 

 

 

(３)～(４) 略  

 

（前略） 

【参 考】市の取り組み 

1. 略 

2. 災害情報等の広報の方法 

市は災害発生時には、迅速かつ正確で分かりやすい情報の伝達に努めます。市民等への伝達方法は

主に以下の手段を活用します。市民や企業、地域団体等は、災害が発生した際や災害発生の危険が高

まったことを感じた場合、以下の情報に注目し、確実に情報を得るよう努めます。 

(１) 略 

(２) 通信メディアによる広報 

市では、市ホームページや電子メール、SNS（ツイッター）等のインターネットを利用した様々

なサービスによる情報伝達を可能な限り実施し、市民への広報を充実させるとともに、国内外へ情

報発信を行います。 

なお、災害時には、インターネット上に根拠のない不確実な情報いわゆるデマが投稿されること

があります。公共機関の情報を確認するなど、こうした情報に惑わされないよう注意してください。 

(３)～(４) 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記述の追加 

地震・津

波災害対

策編 

P5 

第 1 章 

第 3 節 

適切な避

難行動を

行う 

1． 地震発生後の避難行動【市民・企業・地域団体等】 

地震災害により、火災やがけ崩れ、危険物・高圧ガスの災害等が発生する危険があり、人命に危険

があると認められる場合、市は、該当地域に避難勧告等を発令し、迅速な避難を呼びかけます。 

市民等は、次により迅速な避難を行います。  

(1) 地震災害等における避難勧告等 

地震災害等の場合は、次の区分により避難勧告等が発令されます。 

勧告等の

種類 
発 令 基 準 

避 難 勧 告 

（※） 

○次のような事象が発生又は予想され、居住者等の生命又は身体に危険が
及ぶおそれがあると認めるとき 

・地震による火災の拡大 

・がけ崩れ等の地変の発生 

・有毒ガスその他の危険物質の流出拡散 

○その他災害の状況により、事前に避難を要すると認めるとき 

避難指示(緊急) 

（※） 

○避難勧告の発令時点より、災害の状況が著しく悪化し、緊急に避難を要
すると認めるとき 

○その他、危険が著しく切迫し、緊急に避難を要すると認めるとき 

 

 

 

 

1． 地震発生後の避難行動【市民・企業・地域団体等】 

地震災害により、火災やがけ崩れ、危険物・高圧ガスの災害等が発生する危険があり、人命に危険

があると認められる場合、市は、該当地域に避難勧告等を発令し、迅速な避難を呼びかけます。 

市民等は、次により迅速な避難を行います。  

(1) 地震災害等における避難勧告等 

地震災害等の場合は、次の区分により避難勧告等が発令されます。 

勧告等の

種類 
発 令 基 準 

避難準備・ 

高齢者等 

避難開始 
(※1) 

○防災重点ため池（※4）において、堤体（土手）の変状が確認された場合 

避 難 勧 告 

（※2） 

○防災重点ため池（※4）において、堤体（土手）の異常な変状が確認され
た場合 

○次のような事象が発生又は予想され、居住者等の生命又は身体に危険が
及ぶおそれがあると認めるとき 

・地震による火災の拡大 

・がけ崩れ等の地変の発生 

・有毒ガスその他の危険物質の流出拡散 

○その他災害の状況により、事前に避難を要すると認めるとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災重点ため

池の追加に伴

う追記 

資料 1-3-3 
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※避難勧告：避難対象者に対し、避難を拘束するものではないが、避難対

象者がその勧告を尊重することを期待して、避難のための立

退き又は屋内での待避等の安全確保措置を勧め、又は促す行

為である。 

※避難指示(緊急)：被害の危険が目前に切迫している場合等に発するものであり、

勧告よりも拘束力が強く、避難対象者を避難のため立ち退か

せる行為又は屋内での待避等の安全確保措置をとらせる行為

である。 

 

 

避難指示(緊急) 

（※3） 

○防災重点ため池（※4）において、次のような事象が確認された場合 

 ・堤体（土手）の変状の進行により、堤体（土手）決壊のおそれが高まっ
た場合 

 ・堤体（土手）の決壊が確認された場合 

○避難勧告の発令時点より、災害の状況が著しく悪化し、緊急に避難を要
すると認めるとき 

○その他、危険が著しく切迫し、緊急に避難を要すると認めるとき 

 

※1 避難準備・高齢者等避難開始：高齢者等、特に避難行動に時間を要する

者は、計画された避難場所への避難行動を開始し、その他の者は家族等

との連絡、非常持出品の用意等、避難準備を開始することを促す行為で

ある。 

※2 避難勧告：避難対象者に対し、避難を拘束するものではないが、避難対

象者がその勧告を尊重することを期待して、避難のための立退き又は屋

内での待避等の安全確保措置を勧め、又は促す行為である。 

※3 避難指示(緊急)：被害の危険が目前に切迫している場合等に発するもの

であり、勧告よりも拘束力が強く、避難対象者を避難のため立ち退かせ

る行為又は屋内での待避等の安全確保措置をとらせる行為である。 

※4 防災重点ため池：下流に住宅や公共施設があり、施設が決壊した場合に

影響を与える恐れがあるため池。避難勧告等の発令範囲は、ハザードマ

ップで示された浸水範囲を基本とする。なお、市内における防災重点た

め池の指定の状況については、第 34節農林水産業対策計画を参照。 

（資料○-○「防災重点ため池ハザードマップ」参照） 

 

地震・津

波災害対

策編 

P15 

第 1 章 

第 6 節 

避難所を

主体的に

運営する 

 

1． 避難所の開設 

避難所は、「避難所開設基準」に基づき、区災害対策本部の判断による開設を基本としますが、地

震災害では判断を仰ぐいとまがないことが想定されるため、その場合は、市から派遣される避難所

担当職員、避難所の施設管理者、地域団体等の判断により、避難者を受け入れるなどの応急的な対

応を行うこととしています。 

地域団体は、市や施設との事前協議で定めた方法に基づき、夜間などで避難所担当職員や施設管

理者の到着が遅くなる場合は、避難所の開錠、安全確認、避難者の受け入れを行います。 

【参 考】市の避難所開設基準 

市では、主として指定避難所の開設基準について次のとおり定め、必要により避難所を開設するこ

ととしています。なお、補助避難所の開設については、地域団体、市、施設の事前協議において定め

られた方法に基づき、適時開設します。 

＜避難所開設基準＞ 

※補助避難所については、地域、市、施設の事前協議に基づき適時開設する。 

※福祉避難所の開設については、第 2章第 13節「災害時要援護者への対応計画」で定める。 

条 件 開 設 方 法 

①市内で震度 6
弱 
以上の地震が
発生 
したとき 

・平日日
中 
 8：30 
～ 

17：00 

○各部から、担当する指定避難所へ避難所担当職員を派遣し、
被害、避難状況等を区本部へ報告させる。 

○施設の安全が確認された場合、区本部は避難所を開設する。 
 

・休日 
・平日夜

○あらかじめ指定した各指定避難所近隣に居住する職員（指
定動員）を派遣するとともに、各部から担当する指定避難

1． 避難所の開設 

避難所は、「避難所開設基準」に基づき、区災害対策本部の判断による開設を基本としますが、地

震災害では判断を仰ぐいとまがないことが想定されるため、その場合は、市から派遣される避難所

担当職員、避難所の施設管理者、地域団体等の判断により、避難者を受け入れるなどの応急的な対

応を行うこととしています。 

地域団体は、市や施設との事前協議で定めた方法に基づき、夜間などで避難所担当職員や施設管

理者の到着が遅くなる場合は、避難所の開錠、安全確認、避難者の受け入れを行います。 

【参 考】市の避難所開設基準 

市では、主として指定避難所の開設基準について次のとおり定め、必要により避難所を開設するこ

ととしています。なお、補助避難所の開設については、地域団体、市、施設の事前協議において定め

られた方法に基づき、適時開設します。 

＜避難所開設基準＞ 

※補助避難所については、地域、市、施設の事前協議に基づき適時開設する。 

※福祉避難所の開設については、第 2 章第 13節「災害時要援護者への対応計画」で定める。 

条 件 開 設 方 法 

①市内で震度 6
弱 
以上の地震が
発生 
したとき 

・平日日
中 
 8：30 
～ 

17：00 

○各部から、担当する指定避難所へ避難所担当職員を派遣し、
被害、避難状況等を区本部へ報告させる。 

○施設の安全が確認された場合、区本部は避難所を開設する。 
 

・休日 
・平日夜

○あらかじめ指定した各指定避難所近隣に居住する職員（指
定動員）を派遣するとともに、各部から担当する指定避難
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間 
17：00 

 ～ 
翌 8：30 

所へ避難所担当職員を派遣し、被害、避難状況等を区本部
へ報告させる。 

○施設の安全が確認された場合、区本部は避難所を開設する。 
 

②宮城県に津波注意報・津
波警報・大津波警報が発表
されたとき 

○区本部は、あらかじめ選定した指定避難所の避難所担当課
及び施設管理者に対して連絡する。 

○各部から担当する指定避難所へ避難所担当職員を派遣し、
被害、避難状況等を報告させる。 
ただし、大津波警報発表時は、津波避難エリア内にある指
定避難所は上記対象から除く。 

○施設の安全が確認された場合、区本部は避難所を開設する。 

③避難勧告等発令時 
※①、②によらないときで、
居住者等の生命又は身体
に危険が及ぶおそれがあ
ると認められる事象が発
生、又は発生すると予想さ
れる場合等 

○区本部は、発令対象地域近傍の指定避難所等を選定の上、
避難所担当課及び施設管理者に対して連絡する。 

○各部から担当する指定避難所へ避難所担当職員を派遣し、
被害、避難状況等を報告させる。 

○施設の安全が確認された場合、区本部は避難所を開設する。 

④その他の場合 ○以下の場合に開設し、各部から避難所担当職員を派遣し、
開設する。 
・施設管理者等から区本部へ避難状況の報告があり、開設
が必要と認めるとき。 

・必要に応じて、区本部が避難所施設の巡回確認を行い、
避難状況等から開設が必要と認めるとき。 

〇 ②の場合において、津波避難施設・場所を含む開設避難所等は、以下の資料を参照
するものとする。（資料 6-15「避難勧告等発令に伴う災害種別開設避難所等一覧」参
照） 

○ 上記にかかわらず、施設管理者及び地域団体は、避難者等の状況により、あるいは
事前協議において定めた方法に基づき、必要に応じて避難者を受入れるものとする。 

（施設管理者：(6)参照、地域団体：第 1 章 第 6 節「避難所を主体的に運営する」参照） 

 

 

間 
17：00 

 ～ 
翌 8：30 

所へ避難所担当職員を派遣し、被害、避難状況等を区本部
へ報告させる。 

○施設の安全が確認された場合、区本部は避難所を開設する。 
 

②宮城県に津波注意報・津
波警報・大津波警報が発表
されたとき 

○区本部は、あらかじめ選定した指定避難所の避難所担当課
及び施設管理者に対して連絡する。 

○各部から担当する指定避難所へ避難所担当職員を派遣し、
被害、避難状況等を報告させる。 
ただし、大津波警報発表時は、津波避難エリア内にある指定
避難所は上記対象から除く。 

○施設の安全が確認された場合、区本部は避難所を開設する。 

③避難勧告等発令時 
※①、②によらないときで、
居住者等の生命又は身体
に危険が及ぶおそれがあ
ると認められる事象が発
生、又は発生すると予想さ
れる場合等 

○区本部は、発令対象地域近傍の指定避難所等を選定の上、
避難所担当課及び施設管理者に対して連絡する。 

○各部から担当する指定避難所へ避難所担当職員を派遣し、
被害、避難状況等を報告させる。 

○施設の安全が確認された場合、区本部は避難所を開設する。 

④その他の場合 ○以下の場合等に開設し、各部から避難所担当職員を派遣し、
開設する。 
・市内において大規模停電が発生したとき。 
・施設管理者等から区本部へ避難状況の報告があり、開設が

必要と認めるとき。 
・必要に応じて、区本部が避難所施設の巡回確認を行い、避

難状況等から開設が必要と認めるとき。 

〇 ②の場合において、津波避難施設・場所を含む開設避難所等は、以下の資料を参照
するものとする。（資料 6-15「避難勧告等発令に伴う災害種別開設避難所等一覧」参照） 

○ 上記にかかわらず、施設管理者及び地域団体は、避難者等の状況により、あるいは
事前協議において定めた方法に基づき、必要に応じて避難者を受入れるものとする。 

（施設管理者：(6)参照、地域団体：第 1章 第 6 節「避難所を主体的に運営する」参照） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所開設基

準の追加（大

規模停電が発

生したとき） 

地震・津

波災害対

策編 

P47 

第 2 章 

第 4 節 

避難計画 

2． 避難勧告等の実施 〔災対本部事務局、都市整備部、消防部、区本部〕 

(1) 避難勧告等の区分及び発令基準 

避難勧告等の発令は、次の区分により実施する。 

 発 令 基 準 

避難勧告 

（※） 

○次のような事象が発生又は予想され、居住者等の生命又は身体に危険が及ぶお
それがあると認めるとき 

・地震による火災の拡大 

・がけ崩れ等の地変の発生 

・有毒ガスその他の危険物質の流出拡散 

○その他災害の状況により、事前に避難を要すると認めるとき 

 

避難指示(緊急) 

（※） 

○避難勧告の発令時点より、災害の状況が著しく悪化し、緊急に避難を要すると
認めるとき 

○その他、危険が著しく切迫し、緊急に避難を要すると認めるとき 

 

 

 

 

2． 避難勧告等の実施 〔災対本部事務局、都市整備部、消防部、区本部〕 

(1) 避難勧告等の区分及び発令基準 

避難勧告等の発令は、次の区分により実施する。 

 発 令 基 準 

避難準
備・ 

高齢者等 

避難開始 
(※1) 

○防災重点ため池（※4）において、堤体（土手）の変状が確認された場合 

 

 

 

 

 

防災重点ため

池の追加に伴

う追記 
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※避難勧告：避難対象者に対し、避難を拘束するものではないが、避難対

象者がその勧告を尊重することを期待して、避難のための立

退き又は屋内での待避等の安全確保措置を勧め、又は促す行

為である。 

※避難指示(緊急)：被害の危険が目前に切迫している場合等に発するものであり、

勧告よりも拘束力が強く、避難対象者を避難のため立ち退か

せる行為又は屋内での待避等の安全確保措置をとらせる行為

である。 

 

 

(2)～(5) 略 

避難勧告 

（※2） 

○防災重点ため池（※4）において、堤体（土手）の異常な変状が確認された場
合 

○次のような事象が発生又は予想され、居住者等の生命又は身体に危険が及ぶお
それがあると認めるとき 

・地震による火災の拡大 

・がけ崩れ等の地変の発生 

・有毒ガスその他の危険物質の流出拡散 

○その他災害の状況により、事前に避難を要すると認めるとき 

 

避難指示(緊急) 

（※3） 

○防災重点ため池（※4）において、次のような事象が確認された場合 

 ・堤体（土手）の変状の進行により、堤体（土手）決壊のおそれが高まった場合 

 ・堤体（土手）の決壊が確認された場合 

○避難勧告の発令時点より、災害の状況が著しく悪化し、緊急に避難を要すると
認めるとき 

○その他、危険が著しく切迫し、緊急に避難を要すると認めるとき 

 

※1 避難準備・高齢者等避難開始：高齢者等、特に避難行動に時間を要する

者は、計画された避難場所への避難行動を開始し、その他の者は家族等

との連絡、非常持出品の用意等、避難準備を開始することを促す行為で

ある。 

※2 避難勧告：避難対象者に対し、避難を拘束するものではないが、避難対

象者がその勧告を尊重することを期待して、避難のための立退き又は屋

内での待避等の安全確保措置を勧め、又は促す行為である。 

※3 避難指示(緊急)：被害の危険が目前に切迫している場合等に発するもの

であり、勧告よりも拘束力が強く、避難対象者を避難のため立ち退かせ

る行為又は屋内での待避等の安全確保措置をとらせる行為である。 

※4 防災重点ため池：下流に住宅や公共施設があり、施設が決壊した場合に

影響を与える恐れがあるため池。避難勧告等の発令範囲は、ハザードマ

ップで示された浸水範囲を基本とする。なお、市内における防災重点た

め池の指定の状況については、第 34節農林水産業対策計画を参照。 
（資料○-○「防災重点ため池ハザードマップ」参照） 

(2)～(5) 略 
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2． 津波警報等の情報収集伝達体制 〔災対本部事務局、消防部、仙台管区気象台〕 

(1) 大津波警報、津波警報、津波注意報 

気象庁は、地震が発生したときは地震の規模や位置を即時に推定し、これらを基に沿岸で予想さ

れる津波の高さを求め、津波による災害の発生が予想される場合には、地震が発生してから約 3 分

を目標に大津波警報、津波警報又は津波注意報（以下これらを「津波警報等」という）を発表する。

なお、大津波警報については、津波特別警報に位置付けられる。 

津波警報等と共に発表する予想される津波の高さは、通常は数値で発表する。ただし、地震の規

模（マグニチュード）が 8を超えるような巨大地震は地震の規模を数分内に精度良く推定すること

が困難であることから、推定した地震の規模が過小に見積もられているおそれがある場合は、予想

される津波の高さを定性的表現で発表する。予想される津波の高さを定性的表現で発表した場合

は、地震発生からおよそ 15 分程度で、正確な地震規模を確定し、その地震規模から予想される津

波の高さを数値で示した更新報を発表する。 

 

2． 津波警報等の情報収集伝達体制 〔災対本部事務局、消防部、仙台管区気象台〕 

(1) 大津波警報、津波警報、津波注意報 

気象庁は、地震が発生したときは地震の規模や位置を即時に推定し、これらを基に沿岸で予想さ

れる津波の高さを求め、津波による災害の発生が予想される場合には、地震が発生してから約 3 分

を目標に大津波警報、津波警報又は津波注意報（以下これらを「津波警報等」という）を津波予報

区単位で発表する。なお、大津波警報については、津波特別警報に位置付けられる。 

津波警報等と共に発表する予想される津波の高さは、通常は 5段階の数値で発表する。ただし、

地震の規模（マグニチュード）が 8 を超えるような巨大地震に対しては津波警報等発表の時点では、

その海域における最大の津波想定等をもとに津波警報等を発表する。その場合、最初に発表する大

津波警報や津波警報では、予想される津波の高さを「巨大」や「高い」という言葉を用いて発表し、

非常事態であることを伝える。予想される津波の高さを「巨大」などの言葉で発表した場合には、

その後、地震の規模が精度良く求められた時点で津波警報等を更新し、津波情報では予想される津

波の高さも数値で発表する。 
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ア 津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

《津波警報等の種類と発表される津波の高さ等》 

津波警報
等の種類 

発表基準 
津波の高さ予想の 

区分 

発表される津波の高さ 
（※） 

津波警報等を見聞き 
した場合にとるべき 

行動 数値での
発表 

定性的表現
での発表 

大津波警報 

予想される津
波の高さが高
いところで 3
ｍを超える場
合 

10ｍ＜高さ 10ｍ超 

巨大 

陸域に津波が及び浸
水するおそれがある
ため、沿岸部や川沿
いにいる人は、直ち
に高台や避難ビルな
ど安全な場所へ避難
する。 
警報が解除されるま
で安全な場所から離
れない。 

5ｍ＜高さ≦10ｍ 10ｍ 

3ｍ＜高さ≦5ｍ 5ｍ 

津波警報 

予想される津
波の高さが高
いところで 1
ｍを超え、3ｍ
以下の場合 

1ｍ＜高さ≦3ｍ 3ｍ 高い 

津波注意報 

予想される津
波の高さが高
いところで
0.2ｍ以上、1
ｍ以下の場合
であって、津
波による災害
のおそれがあ
る場合 

0.2ｍ≦高さ≦1ｍ 1ｍ （表記なし） 

海の中にいる人は直
ちに海から上がっ
て、海岸から離れる。
海水浴や磯釣りは危
険なので行わない。 
注意報が解除される
まで海に入ったり海
岸に近付いたりしな
い。 

※ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位とその

時点に津波がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上

昇した高さをいう。 

イ 津波警報等の留意事項 

① 沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来に間に合わない

場合がある。 

② 津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新する場合がある。 

③ 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。このうち、

津波の観測状況等により、津波が更に高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さ

が津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行

う場合がある。 

 

(2) 津波情報 

津波警報等を発表した場合には、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなどを津波情報で

発表する。 

ア 津波情報の種類と発表内容 

《津波情報の種類と発表内容》 

 情報の種類 発表内容 

津
波
情

報 津波到達予想時刻・予想される津

波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波

の高さを 5 段階の数値（メートル単位）又は 2 種類の

定性的表現で発表 

ア 津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

《津波警報等の種類と発表される津波の高さ等》 

津波警報
等の種類 

発表基準 
津波の高さ予想の 

区分 

発表される津波の高さ 
（※） 

津波警報等を見聞き 
した場合にとるべき 

行動 数値での
発表 

巨大地震の
場合の発表 

大津波警報 

予想される津
波の高さが高
いところで 3
ｍを超える場
合 

10ｍ＜高さ 10ｍ超 

巨大 

陸域に津波が及び浸
水するおそれがある
ため、沿岸部や川沿
いにいる人は、直ち
に高台や避難ビルな
ど安全な場所へ避難
する。 
警報が解除されるま
で安全な場所から離
れない。 

5ｍ＜高さ≦10ｍ 10ｍ 

3ｍ＜高さ≦5ｍ 5ｍ 

津波警報 

予想される津
波の高さが高
いところで 1
ｍを超え、3ｍ
以下の場合 

1ｍ＜高さ≦3ｍ 3ｍ 高い 

津波注意報 

予想される津
波の高さが高
いところで
0.2ｍ以上、1
ｍ以下の場合
であって、津
波による災害
のおそれがあ
る場合 

0.2ｍ≦高さ≦1ｍ 1ｍ （表記なし） 

海の中にいる人は直
ちに海から上がっ
て、海岸から離れる。
海水浴や磯釣りは危
険なので行わない。 
注意報が解除される
まで海に入ったり海
岸に近付いたりしな
い。 

※ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位とその

時点に津波がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上

昇した高さをいう。 

イ 津波警報等の留意事項 

① 沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来に間に合わない

場合がある。 

② 津波警報等は、精査した地震の規模や実際に観測した津波の高さをもとに、更新する場合もあ

る。 

③ 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。このうち、

津波の観測状況等により、津波が更に高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さ

が津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行

う場合がある。 

(2) 津波情報 

気象庁は、津波警報等を発表した場合には、各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津

波の高さ、各観測点の満潮時刻や津波の到達予想時刻等を津波情報で発表する。 

ア 津波情報の種類と発表内容 

《津波情報の種類と発表内容》 

 情報の種類 発表内容 

津
波
情

報 津波到達予想時刻・予想される津

波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される津波

の高さを 5段階の数値（メートル単位）又は「巨大」や

「高い」という言葉で発表［発表される津波の高さの値
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各地の満潮時刻・津波到達予想時

刻に関する情報 
主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（※1） 

沖合の津波観測に関する情報 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値

から推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波

予報区単位で発表（※2） 

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表 

  

(※1) 津波観測に関する情報の発表内容について 

・沿岸で観測された津波の第１波到達時刻と押し引き、及びその時点にお
ける最大波の観測時刻と高さを発表する。 

・最大波の観測値については、観測された津波の高さが低い段階で発表す
ることにより避難を鈍らせるおそれがあるため、当該津波予報区におい
て大津波警報又は津波警報が発表中であり観測された津波の高さが低
い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であ
ることを伝える。 

 

《最大波の観測値の発表内容》 

発表中の 
津波警報等 

発表基準 発表内容 

大津波警報 
観測された津波の高さ＞1ｍ 数値で発表 
観測された津波の高さ≦1ｍ 「観測中」と発表 

津 波 警 報 

観測された津波の高さ≧
0.2ｍ 

数値で発表 

観測された津波の高さ＜
0.2ｍ 

「観測中」と発表 

津波注意報 （全て数値で発表） 
数値で発表（津波の高さがごく
小さい場合は「微弱」と表現） 

(※2) 沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点におけ
る最大波の観測時刻と高さを観測点ごとに、及びこれら沖合の観測値か
ら推定される沿岸での推定値（第１波の到達時刻、最大波の到達時刻と
高さ）を津波予報区単位で発表する。 

・最大波の観測値及び推定値については、観測された津波の高さや推定さ
れる津波の高さが低い段階で数値を発表することにより避難を鈍らせ
るおそれがあるため、当該津波予報区において大津波警報又は津波警報
が発表中であり沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく
「観測中」（沖合での観測値）又は「推定中」（沿岸での推定値）の言葉
で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

・ただし、沿岸からの距離が 100km を超えるような沖合の観測点では、津
波予報区との対応付けが困難となるため、沿岸での推定値は発表しな
い。また、観測値については、数値ではなく「観測中」の言葉で発表し、
津波が到達中であることを伝える。 

 

《最大波の観測値及び推定値の発表内容（沿岸から 100km 程度以内にある沖合の観測点）》 

発表中の 
津波警報等 

発表基準 発表内容 

大津波警報 
沿岸で推定される津波の高

さ＞3ｍ 

沖合での観測値、沿岸での
推定値 
とも数値で発表 

は、《津波警報等の種類と発表される津波の高さ等》表

参照］ 

各地の満潮時刻・津波到達予想時

刻に関する情報 
主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（※1） 

沖合の津波観測に関する情報 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値か

ら推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予

報区単位で発表 

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表 

(※1) 津波観測に関する情報の発表内容について 

・沿岸で観測された津波の第１波到達時刻と押し引き、及びその時点まで
に観測された最大波の観測時刻と高さを発表する。 

・最大波の観測値については、大津波警報又は津波警報を発表中の津波予
報区において、観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測
中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

 
 

《最大波の観測値の発表内容》 

津波警報等
の発表状況 

観測された津波の
高さ 

内容 

大津波警報 
1 ｍ超 数値で発表 

1 ｍ以下 「観測中」と発表 

津波警報 
0.2 ｍ以上 数値で発表 

0.2 ｍ未満 「観測中」と発表 

津波注意報 (すべての場合) 
数値で発表(津波の高さがごく
小さい場合は「微弱」と表現) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値）の発表内容》 

発表中の 
津波警報等 

沿岸で推定される津波の
高さ 

発表内容 

大津波警報 ３ｍ超 
沖合での観測値，沿岸での推定
値とも数値で発表 
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沿岸で推定される津波の高
さ≦3ｍ 

沖合での観測値を「観測
中」、 
沿岸での推定値は「推定中」
と発表 

津 波 警 報 

沿岸で推定される津波の高
さ＞1ｍ 

沖合での観測値、沿岸での
推定値 
とも数値で発表 

沿岸で推定される津波の高
さ≦1ｍ 

沖合での観測値を「観測
中」、 
沿岸での推定値は「推定中」
と発表 

津波注意報 （全て数値で発表） 
沖合での観測値、沿岸での
推定値 
とも数値で発表 

 

イ 略 

(3) 津波予報 

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報で発表する。 

《津波予報の発表基準と発表内容》 

 発表基準 発表内容 

津
波
予
報 

津波が予想されないとき 

（地震情報に含めて発表） 
津波の心配なしの旨を発表 

0.2m未満の海面変動が予想されたとき 

（津波に関するその他の情報に含めて発表） 

高いところでも 0.2m未満の海面変動のため

被害の心配はなく、特段の防災対応の必要

がない旨を発表 

津波警報等の解除後も海面変動が継続する

とき 

（津波に関するその他の情報に含めて発表） 

津波に伴う海面変動が観測されており、今

後も継続する可能性が高いため、海に入っ

ての作業や釣り、海水浴などに際しては十

分な留意が必要である旨を発表 

(4) 遠地地震に関する情報 

国外でマグニチュード 7.0以上の地震が発生した場合や都市部など著しい被害が発生する可能性

がある地域で規模の大きな地震を観測した場合、遠地地震に関する情報を発表する。この情報には

地震の発生時刻、発生場所やその規模のほか、日本や国外への津波の影響についても記述して発表

する。 

３ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」，沿
岸での推定値を「推定中」と発
表 

津波警報 

１ｍ超 
沖合での観測値，沿岸での推定
値とも数値で発表 

１ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」，沿
岸での推定値を「推定中」と発
表 

津波注意報 (すべての場合) 
沖合での観測値，沿岸での推定
値とも数値で発表 

 

 

イ 略 

(3) 津波予報 

気象庁は、地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報

で発表する。 

《津波予報の発表基準と発表内容》 

 発表基準 発表内容 

津
波
予
報 

津波が予想されないとき 

（地震情報に含めて発表） 
津波の心配なしの旨を発表 

0.2m未満の海面変動が予想されたとき 

（津波に関するその他の情報に含めて発表） 

高いところでも 0.2m未満の海面変動のため

被害の心配はなく、特段の防災対応の必要

がない旨を発表 

津波警報等の解除後も海面変動が継続する

とき 

（津波に関するその他の情報に含めて発表） 

津波に伴う海面変動が観測されており、今

後も継続する可能性が高いため、海に入っ

ての作業や釣り、海水浴などに際しては十

分な留意が必要である旨を発表 

(4) 遠地地震に関する情報 

国外でマグニチュード 7.0以上の地震が発生した場合や都市部など著しい被害が発生する可能性

がある地域で規模の大きな地震を観測した場合、遠地地震に関する情報を発表する。この情報には

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）のほか、日本や国外への津波の

影響についても記述して概ね 30分以内に発表する。 
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第 2 章 

第 7 節 

災害情報

の収集伝

達計画 

1． 災害情報の収集・伝達 

震災の初動期は、人命の救助と火災への対応、自衛隊の災害派遣要請や広域応援要請などの災害応

急対策の基本的な方針を決定する重要な時期であることから、地震・津波が発生した場合、迅速性を

最優先として災害情報の収集伝達を行う。 

(1)～(2) 略 

(3)  情報連絡体制 

ア 略 

イ 情報連絡員の派遣 

（中略） 

1． 災害情報の収集・伝達 

震災の初動期は、人命の救助と火災への対応、自衛隊の災害派遣要請や広域応援要請などの災害応

急対策の基本的な方針を決定する重要な時期であることから、地震・津波が発生した場合、迅速性を

最優先として災害情報の収集伝達を行う。 

(1)～(2) 略 

(3)  情報連絡体制 

ア 略 

イ 情報連絡員の派遣 

（中略） 
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〈情報伝達系統図〉 〈情報伝達系統図〉  
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第 2 章 

第 10 節 

医療救

護・保

3. 災害時医療体制 〔健康福祉部、区本部、市立病院部〕 

(1)  災害時医療体制の概要 

災害時の医療救護の概要は次のとおりである。 
（資料 9-18「救急告示病院・災害拠点病院一覧」参照） 

 

 

 

 

3. 災害時医療体制 〔健康福祉部、区本部、市立病院部〕 

(1)  災害時医療体制の概要 

災害時の医療救護の概要は次のとおりである。 
（資料 9-18「救急告示病院・災害拠点病院一覧」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 民 ・ 事 業 者 等  

※ ヘリテレ：「ヘリコプターテレビ電送システム」 

東北地方整備局 

河川カメラ、ヘリコプター映像 

仙台管区気象台 
 

消防局警防本部 

（消防情報センター） 

・地震計測ネットワークシステム 

・仙台市津波情報伝達システム 

総務省消防庁 

東北電力（株） 

宮城支店 

（新仙台火力） 

NTT東日本（株） 

宮城事業部 

JR東日本（株） 

仙台支社 

NEXCO東日本（株） 

東北支社 

 

宮城県警察本部 

陸上自衛隊 

第 22普通科連隊 

宮城海上保安部 

消防団 
区災害対策本部 

（区災害情報センター） 

各部 

（情報連絡室） 

 

仙台市災害対策本部 

（災害情報センター） 

宮城県災害対策本部 
宮城県総合防災情報システム

「MIDORI」 

消防署 

（署隊本部） 

高所監視カメラ、ヘリテレ（※） 

報道機関 

警察署 

映像伝送システム 

映像伝送システム 

専用回線 

防災相互通信用無線

防災行政用無線 

内線電話 

映像伝送システム 

防災無線 

・衛星回線 

消防 

救急無線 

消
防
ヘ
リ 

１
１
９
番
通
報 

屋
外
拡
声
装
置
・
戸
別
受
信
機 

受
令
機 

消
防
車 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
電
子
メ
ー
ル 

消
防
車 

通
報 

広
報
車 

広
報
車 

警察車両・ヘリ 

ダム放流警報設備等 

内
線
電
話 

防
災
行
政
用
無
線 

防
災
行
政
用
無
線 

内
線
電
話 

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
新
聞 

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

災害情報共有システム 
（Lアラート） 

LGWAN 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等 

県
防
災
無
線
・
衛
星
回
線 

・
専
用
回
線 

専
用
回
線 

市 民 ・ 事 業 者 等  

※ ヘリテレ：「ヘリコプターテレビ電送システム」 

東北地方整備局 

河川カメラ、ヘリコプター映像 

仙台管区気象台 
 

消防局警防本部 

（消防指令センター） 

・仙台市津波情報伝達システム 

総務省消防庁 

東北電力（株） 

宮城支店 

（新仙台火力） 

NTT東日本（株） 

宮城事業部 

JR東日本（株） 

仙台支社 

NEXCO東日本（株） 

東北支社 

 

宮城県警察本部 

陸上自衛隊 

第 22普通科連隊 

宮城海上保安部 

消防団 
区災害対策本部 

（区災害情報センター） 

各部 

（情報連絡室） 

 

仙台市災害対策本部 

（災害情報センター） 

宮城県災害対策本部 
宮城県総合防災情報システム

「MIDORI」 

消防署 

（署隊本部） 

高所監視カメラ、ヘリテレ（※） 

報道機関 

警察署 

映像伝送システム 

映像伝送システム 

専用回線 

防災相互通信用無線

防災行政用無線 

内線電話 

映像伝送システム 

防災無線 

・衛星回線 

消防 

救急無線 

消
防
ヘ
リ 

１
１
９
番
通
報 

屋
外
拡
声
装
置
・
戸
別
受
信
機 

受
令
機 

消
防
車 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
電
子
メ
ー
ル 

消
防
車 

通
報 

広
報
車 

広
報
車 

警察車両・ヘリ 

ダム放流警報設備等 

内
線
電
話 

防
災
行
政
用
無
線 

防
災
行
政
用
無
線 

内
線
電
話 

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
新
聞 

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

災害情報共有システム 
（Lアラート） 

LGWAN 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等 

県
防
災
無
線
・
衛
星
回
線 

・
専
用
回
線 

専
用
回
線 

システムの

変更 
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健・防疫

計画 
<災 害 時 医 療 体 制 図 > 

 

(2) 災害時医療連絡調整本部 

市は、災害時の医療救護活動を迅速、的確に行うため医療機関や医療関係団体その他の関係機関

と連携してこれに当たる。 

そのため、健康福祉部は仙台市医師会、仙台歯科医師会、仙台市薬剤師会、宮城県看護協会その

他の関係機関に参集を呼びかけ、災害時医療連絡調整本部を設置するとともに、健康福祉部の職員

を参加させ、医療に関する情報収集や連絡調整を一元化し、各機関の連携の下医療救護活動を行う

体制の整備を図る。 

 

 

 

 

<災 害 時 医 療 体 制 図 > 

 

(2) 災害時医療連絡調整本部 

市は、災害時の医療救護活動を迅速、的確に行うため医療機関や医療関係団体その他の関係機関

と連携してこれに当たる。 

そのため、健康福祉部は仙台市医師会、仙台歯科医師会、仙台市薬剤師会、宮城県看護協会、宮

城県医薬品卸組合、日本赤十字社宮城県支部に参集を呼びかけ、災害時医療連絡調整本部を設置す

るとともに、健康福祉部の職員を参加させ、医療に関する情報収集や連絡調整を一元化し、各機関

の連携の下医療救護活動を行う体制の整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記述の追加 

 

 

 

 

 

表現の修正 

 

 

 

 

 

 

宮城県 
自衛隊 

海上保安庁等 

仙台市災害対策本部 

区災害対策本部 

応急救護Ⅱ 

他
都
市
医
療
機
関 

広域搬送体制確保 

災
害
発
生 

応急救護Ⅰ トリアージ トリアージ 後方医療 

後方医療施設確保 

連絡調整 

負傷者 

救援要請 

救援要請 

避難所救護所の設置 
医薬品等の供給 

・
災
害
拠
点
病
院 

・
救
急
告
示
病
院 

・
そ
の
他
の
病
院 

・
地
域
の
医
師 

・
医
療
救
護
班 

・
避
難
所
救
護
所 

・
地
域
医
療
機
関 

・
救
急
隊 

・
地
域
の
医
師 

・
被
災
現
場 

・
避
難
所 

・
地
域
医
療
機
関 

災害時医療連絡調整本部 
・仙台市 
・宮城県地域災害医療コーディネーター 
・仙台市医師会 
・仙台歯科医師会 
・仙台市薬剤師会 
・宮城県看護協会 
・宮城県医薬品卸組合 

医療救護班派遣 

設
置
・
参
加 

健 康 福 祉 部 

搬送 搬送 

宮城県 
自衛隊 

海上保安庁等 

仙台市災害対策本部 

区災害対策本部 

応急救護Ⅱ 

他
都
市
医
療
機
関 

広域搬送体制確保 

災
害
発
生 

応急救護Ⅰ トリアージ トリアージ 後方医療 

後方医療施設確保 

連絡調整 

負傷者 

救援要請 

救援要請 

避難所救護所の設置 
医薬品等の供給 

・
災
害
拠
点
病
院 

・
救
急
告
示
病
院 

・
そ
の
他
の
病
院 

・
地
域
の
医
師 

・
医
療
救
護
班 

・
避
難
所
救
護
所 

・
地
域
医
療
機
関 

・
救
急
隊 

・
地
域
の
医
師 

・
被
災
現
場 

・
避
難
所 

・
地
域
医
療
機
関 

災害時医療連絡調整本部 
・仙台市 
・宮城県地域災害医療コーディネーター 
・仙台市医師会 
・仙台歯科医師会 
・仙台市薬剤師会 
・宮城県看護協会 
・宮城県医薬品卸組合 
・日本赤十字社宮城県支部 

医療救護班派遣 

設
置
・
参
加 

健 康 福 祉 部 

搬送 搬送 

搬送 
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〈 連 携 体 制 図 〉 

 
 

 

 

(3)～(4) 略 

 

4.～9. 略 

 

10. 保健活動 〔健康福祉部、子供未来部、区本部〕 

(中略) 

 

〈災害時における保健活動に関するフロー図（他都市等からの保健師受入調整を含む）〉 

〈 連 携 体 制 図 〉 

 
※保健衛生連絡調整班：保健医療班と生活衛生班で組織し、災害時医療連絡調整本部や区災害対策本部、

関係機関等との連絡調整を行う 

 

(3)～(4) 略 

 

4.～9. 略 

 

10. 保健活動 〔健康福祉部、子供未来部、区本部〕 

(中略) 

 

〈災害時における保健活動に関するフロー図（他都市等からの保健師受入調整を含む）〉 

 

 

 

実施主体の明

確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙 台 市 

災害対策本部 

宮城県警察本部 

自衛隊 

海上保安庁等 

区 本 部 

（保健福祉班） 

地域医療機関 

災害拠点病院  

救急告示病院等 

仙

台

市

医

師

会 

仙

台

歯

科

医

師

会 

仙

台

市

薬

剤

師

会 

宮

城

県

看

護

協

会 

宮
城
県
医
薬
品
卸
組
合 

地
域
医
療
機
関 

地
域
医
療
機
関 

薬

局

等 

会

員

等 

救援 

〈医療関係団体〉 

〈連携〉 

〈連携〉 

〈連携〉 

設置・参加 
健康福祉部 

災 害 時 医 療 

連絡調整本部 

仙 台 市 

災害対策本部 

宮城県警察本部 

自衛隊 

海上保安庁等 

区 本 部 

（保健福祉班） 

地域医療機関 

災害拠点病院  

救急告示病院等 

仙

台

市

医

師

会 

仙

台

歯

科

医

師

会 

仙

台

市

薬

剤

師

会 

宮

城

県

看

護

協

会 

宮
城
県
医
薬
品
卸
組
合 

地
域
医
療
機
関 

地
域
医
療
機
関 

薬

局

等 
会

員

等 

救援 

〈医療関係団体〉 

〈連携〉 

〈連携〉 

〈連携〉 

設置・参加 
健康福祉部 

（保健衛生連絡調整班）

※ 

災 害 時 医 療 

連絡調整本部 

日
本
赤
十
字
社
宮
城
県
支
部 
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※保健衛生連絡調整班：保健医療班と生活衛生班で組織し、区災害対策本部や関係機関等との連絡調整

を行う 

 

 

 

実施主体の明

確化 
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第 2 章 

第 12 節 

避難所運

営計画 

2. 避難所の開設及び避難者の受け入れ 〔各部、区本部〕 

避難者の受け入れについては、災害救助法が適用された場合、知事の委任を受けて市長が実施する

が、災害救助法が適用されない場合であっても、災害救助法及び宮城県災害救助法施行細則を基準と

して避難受け入れを行う。 

（1）受け入れ対象者 

ア 住居が被害を受け、居住の場を失った者（避難者） 

イ ライフラインの被害等により、日常の生活が著しく困難になった者（在宅被災者） 

ウ 避難勧告が発せられる等により緊急避難の必要がある者（避難者） 

エ その他本部長が必要と認めた者 

 

（2）避難所の開設 

地震が発生し又は津波警報等により避難が必要と認められる場合の避難所の開設方法等は次の

とおりとする。 

〈避難所開設基準〉 

条 件 開 設 方 法 

①市内で震度 6
弱 
以上の地震が
発生 
したとき 

・平日日
中 
 8：30 
～ 

17：00 

○各部から、担当する指定避難所へ避難所担当職員を派遣し、
被害、避難状況等を区本部へ報告させる。 

○施設の安全が確認された場合、区本部は避難所を開設する。 
 

・休日 
・平日夜
間 

17：00 
 ～ 
翌 8：30 

○あらかじめ指定した各指定避難所近隣に居住する職員（指
定動員）を、派遣するとともに、各部から担当する指定避
難所へ避難所担当職員を派遣し、被害、避難状況等を区本
部へ報告させる。 

○施設の安全が確認された場合、区本部は避難所を開設する。 
 

2. 避難所の開設及び避難者の受け入れ 〔各部、区本部〕 

避難者の受け入れについては、災害救助法が適用された場合、知事の委任を受けて市長が実施する

が、災害救助法が適用されない場合であっても、災害救助法及び宮城県仙台市災害救助法施行細則を

基準として避難受け入れを行う。 

（1）受け入れ対象者 

オ 住居が被害を受け、居住の場を失った者（避難者） 

カ ライフラインの被害等により、日常の生活が著しく困難になった者（在宅被災者） 

キ 避難勧告が発せられる等により緊急避難の必要がある者（避難者） 

ク その他本部長が必要と認めた者 

 

（2）避難所の開設 

地震が発生し又は津波警報等により避難が必要と認められる場合の避難所の開設方法等は次の

とおりとする。 

〈避難所開設基準〉 

条 件 開 設 方 法 

①市内で震度 6
弱 
以上の地震が
発生 
したとき 

・平日日
中 
 8：30 
～ 

17：00 

○各部から、担当する指定避難所へ避難所担当職員を派遣し、
被害、避難状況等を区本部へ報告させる。 

○施設の安全が確認された場合、区本部は避難所を開設する。 
 

・休日 
・平日夜
間 

17：00 
 ～ 
翌 8：30 

○あらかじめ指定した各指定避難所近隣に居住する職員（指
定動員）を、派遣するとともに、各部から担当する指定避
難所へ避難所担当職員を派遣し、被害、避難状況等を区本
部へ報告させる。 

○施設の安全が確認された場合、区本部は避難所を開設する。 
 

 

災害救助法一

部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉部 
（連絡調整班） 区災害対策本部 

    保健福祉班 

   医療救護班 

健康福祉部 

（精神保健福祉総合センター班） 

○医療救護班派遣協力機関 

・仙台市医師会  ・仙台歯科医師会 

・仙台市薬剤師会 ・宮城県看護協会 等 

○医師、保健師等派遣機関 

・国、他都市等 

連
絡
・
協
力 

連絡・調整 

協
力
要
請 

連
絡
・
調
整 

医
師
等
派
遣 

①健康相談活動 
 ・巡回型健康相談等の実施 
  （避難所、仮設住宅、被災者住宅等） 
 ・常設型健康相談等の実施（避難所） 
②精神保健活動 
 ・巡回型ケアの実施 

（避難所、仮設住宅等） 

健康福祉部 
（保健衛生連絡調整班） 区災害対策本部 

    保健福祉班 

   医療救護班 

健康福祉部 

（精神保健福祉総合センター班） 

○医療救護班派遣協力機関 

・仙台市医師会  ・仙台歯科医師会 

・仙台市薬剤師会 ・宮城県看護協会 

・日本赤十字社宮城県支部  等 

○医師、保健師等派遣機関 

・国、他都市等 

連
絡
・
協
力 

連絡・調整 

協
力
要
請 

連
絡
・
調
整 

医
師
等
派
遣 

①健康相談活動 
 ・巡回型健康相談等の実施 
  （避難所、仮設住宅、被災者住宅等） 
 ・常設型健康相談等の実施（避難所） 
②精神保健活動 
 ・巡回型ケアの実施 

（避難所、仮設住宅等） 

協力要請 
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②宮城県に津波注意報・津
波警報・大津波警報が発表
されたとき 

○区本部は、あらかじめ選定した指定避難所の避難所担当課
及び施設管理者に対して連絡する。 

○各部から担当する指定避難所へ避難所担当職員を派遣し、
被害、避難状況等を報告させる。 
ただし、大津波警報発表時は、津波避難エリア内にある指
定避難所は上記対象から除く。 

○施設の安全が確認された場合、区本部は避難所を開設する。 

③避難勧告等発令時 
※①、②によらないときで、
居住者等の生命又は身体
に危険が及ぶおそれがあ
ると認められる事象が発
生、又は発生すると予想さ
れる場合等 

○区本部は、発令対象地域近傍の指定避難所等を選定の上、
避難所担当課及び施設管理者に対して連絡する。 

○各部から担当する指定避難所へ避難所担当職員を派遣し、
被害、避難状況等を報告させる。 

○施設の安全が確認された場合、区本部は避難所を開設する。 

④その他の場合 ○以下の場合に開設し、各部から避難所担当職員を派遣し、
開設する。 
・施設管理者等から区本部へ避難状況の報告があり、開設
が必要と認めるとき。 

・必要に応じて、区本部が避難所施設の巡回確認を行い、
避難状況等から開設が必要と認めるとき。 

○ ②の場合において、津波避難施設・場所を含む開設避難所等は、以下の資料を参照
するものとする。          （資料 6-15「避難勧告等発令に伴う開設避難
所等一覧」参照） 

○ 上記にかかわらず、施設管理者及び地域団体は、避難者等の状況により、あるいは
事前協議において定めた方法に基づき、必要に応じて避難者を受入れるものとする。 

（施設管理者：(6)参照、地域団体：第 1 章 第 6 節「避難所を主体的に運営する」参照） 

※補助避難所については、地域、市、施設の事前協議に基づき適時開設する。 
※福祉避難所の開設については、第 13 節「災害時要援護者への対応計画」で定める。 

 

 

（3）～（8） 略 

②宮城県に津波注意報・津
波警報・大津波警報が発表
されたとき 

○区本部は、あらかじめ選定した指定避難所の避難所担当課
及び施設管理者に対して連絡する。 

○各部から担当する指定避難所へ避難所担当職員を派遣し、
被害、避難状況等を報告させる。 
ただし、大津波警報発表時は、津波避難エリア内にある指
定避難所は上記対象から除く。 

○施設の安全が確認された場合、区本部は避難所を開設する。 

③避難勧告等発令時 
※①、②によらないときで、
居住者等の生命又は身体
に危険が及ぶおそれがあ
ると認められる事象が発
生、又は発生すると予想さ
れる場合等 

○区本部は、発令対象地域近傍の指定避難所等を選定の上、
避難所担当課及び施設管理者に対して連絡する。 

○各部から担当する指定避難所へ避難所担当職員を派遣し、
被害、避難状況等を報告させる。 

○施設の安全が確認された場合、区本部は避難所を開設する。 

④その他の場合 ○以下の場合等に開設し、各部から避難所担当職員を派遣し、
開設する。 

 ・市内において大規模停電が発生したとき。 
・施設管理者等から区本部へ避難状況の報告があり、開設
が必要と認めるとき。 

・必要に応じて、区本部が避難所施設の巡回確認を行い、
避難状況等から開設が必要と認めるとき。 

○ ②の場合において、津波避難施設・場所を含む開設避難所等は、以下の資料を参照
するものとする。          （資料 6-15「避難勧告等発令に伴う開設避難
所等一覧」参照） 

○ 上記にかかわらず、施設管理者及び地域団体は、避難者等の状況により、あるいは
事前協議において定めた方法に基づき、必要に応じて避難者を受入れるものとする。 

（施設管理者：(6)参照、地域団体：第 1 章 第 6 節「避難所を主体的に運営する」参照） 

※補助避難所については、地域、市、施設の事前協議に基づき適時開設する。 
※福祉避難所の開設については、第 13 節「災害時要援護者への対応計画」で定める。 

 

（3）～（8） 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所開設基

準の追加（大

規模停電が発

生したとき） 

 

地震・津

波災害対

策編 

P145 

第 2 章 

第 20 節 

災害救助

法適用計

画 

5． 災害救助法の適用基準 

災害救助法に基づく救助は、市町村の区域単位に、原則として、同一原因の災害による住家滅失の

被害が一定規模以上に達し、現に被災者が救助を必要とする状態にある場合に適用される。 

(1) 災害救助法に基づく救助が行われる範囲の災害 

ア～オ 略 

該 当 条 項 
施行令第 1 条 

第 1 項第 1 号 

施行令第 1 条 

第 1 項第 2 号 

施行令第 1 条 
第 1 項第 3 号 
前 段 

区 域 別 人 口 住 家 滅 失 世 帯 

宮 城 県 2,348,165 ― 2,000 9,000 

仙 台 市 1,045,986 150 75 

「多数」 

青 葉 区 291,436 100 50 

宮城野区 190,473 100 50 

若 林 区 132,306 100 50 

太 白 区 220,588 100 50 

泉 区 211,183 100 50 
※1 人口は平成 22 年 10月１日国勢調査による。 
※2 「多数」とは、市町村の救護活動に任せられない程度の被害であり、被害の態様（緩慢であ

るか急激であるか、死傷者が生じたかどうか等）や周囲の状況に応じて判断される。 

5． 災害救助法の適用基準 

災害救助法に基づく救助は、市町村の区域単位に、原則として、同一原因の災害による住家滅失の

被害が一定規模以上に達し、現に被災者が救助を必要とする状態にある場合に適用される。 

(1) 災害救助法に基づく救助が行われる範囲の災害 

ア～オ 略 

該 当 条 項 
施行令第 1 条 

第 1 項第 1 号 

施行令第 1 条 

第 1 項第 2 号 

施行令第 1 条 
第 1 項第 3 号 
前 段 

区 域 別 人 口 住 家 滅 失 世 帯 

宮 城 県 2,333,899 ― 2,000 9,000 

仙 台 市 1,082,159 150 75 

「多数」 

青 葉 区 310,183 150 75 

宮城野区 194,825 100 50 

若 林 区 133,498 100 50 

太 白 区 226,855 100 50 

泉 区 216,798 100 50 
※1 人口は平成 27 年 10月１日国勢調査による。 
※2 「多数」とは、市町村の救護活動に任せられない程度の被害であり、被害の態様（緩慢であ

るか急激であるか、死傷者が生じたかどうか等）や周囲の状況に応じて判断される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点更新 
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(2)～(3) 略 (2)～(3)  略 

 

地震・津

波災害対

策編 

P151 

第 2 章 

第 22 節 

応援協力

要請（受

援計画） 

（被害が甚大である場合） 

〔災対本部事務局、各部、区本部〕 

東北地方太平洋沖型地震のように大規模な地震や津波等が発生するもの、あるいは長町-利府線断

層帯のような直下型地震など、大きな被害が想定される大規模災害が発生した際には、本市の有す

る災害対応能力を超え、マンパワーをはじめとした様々な対応に不足が生じる。 

こうした大規模な災害への対処には、県や他の自治体、関係機関と日常的に培ってきた顔の見え

る関係を生かして、共に災害対応を行う必要があり、こうした手順について定めるものである。 

（被害が甚大である場合） 

〔災対本部事務局、各部、区本部〕 

東北地方太平洋沖型地震のように大規模な地震や津波等が発生するもの、あるいは長町-利府線断

層帯のような直下型地震など、大きな被害が想定される大規模災害が発生した際には、本市の有す

る災害対応能力を超え、マンパワーをはじめとした様々な対応に不足が生じる。 

こうした大規模な災害への対処には、県や他の自治体、関係機関と日常的に培ってきた顔の見え

る関係を生かして、共に災害対応を行う必要があり、こうした手順について定めるものである。 

なお、詳細については、「仙台市災害時応援計画」及び「仙台市災害時受援計画」に定めるところ

による。 

 

 

 

 

 

 

記述の追加 

地震・津

波災害対

策編 

P176 

第 2 章 

第 27 節 

電力施設

災害応急

計画 

6． 応急工事 

(1)～(2) 略 

(3)  災害時における安全衛生 

作業は、通常作業に比し悪条件の下で行われるので、安全衛生については十分配慮して実施する。 

<東北電力株式会社非常災害連絡系統図> 

 

※ 新仙台火力発電所の災害復旧は、本店災害対策本部、発電所災害対策本部で対応する。 

6． 応急工事 

(1)～(2) 略 

(3)  災害時における安全衛生 

作業は、通常作業に比し悪条件の下で行われるので、安全衛生については十分配慮して実施する。 

<東北電力株式会社非常災害連絡系統図> 

 

※ 新仙台火力発電所の災害復旧は、本店災害対策本部、発電所災害対策本部で対応する。 

 

 

 

 

 

 

事業所名の変

更 

 

地震・津

波災害対

策編 

P197 

第 2 章 

第 34 節 

農林水産

業対策計

画 

2． 農業対策 

農地、農業用施設に係る被害の拡大や二次災害等を防止するため、関係機関・団体等と連携の下、

農作物等及び農業用施設関係の被害把握、被害情報収集に努め、農道、農業用用排水路施設、ため池

等の安全性の点検、応急復旧を実施する。 

特にため池については、宮城県策定「地震後の農業用ため池緊急点検マニュアル」に基づき緊急点

検を行う。点検結果、安全上必要があると認められた場合や被害が確認された場合には、応急措置を

行うなど二次災害の防止を図る。 

(1)～(2) 略 

(3) 農業用施設 

地震時において、農道、農業用用排水路施設の被害状況の把握を適宜行うほか、次のため池施設

について、被害状況を点検し関係機関に報告する。 

施設名 管理主体 施設名 管理主体 

愛子ダム（月山

池） 

経済局農林土

木課 

将監 経済局農林土

木課 

斉勝沼 寿連原 

白木堤 住吉台第 5 号

2． 農業対策 

農地、農業用施設に係る被害の拡大や二次災害等を防止するため、関係機関・団体等と連携の下、

農作物等及び農業用施設関係の被害把握、被害情報収集に努め、農道、農業用用排水路施設、ため池

等の安全性の点検、応急復旧を実施する。 

特にため池については、宮城県策定「地震後の農業用ため池緊急点検マニュアル」に基づき緊急点

検を行う。点検結果、安全上必要があると認められた場合や被害が確認された場合には、応急措置を

行うなど二次災害の防止を図る。 

(1)～(2) 略 

(3) 農業用施設 

地震時において、農道、農業用用排水路施設の被害状況の把握を適宜行うほか、防災重点ため池

及び以下の点検対象ため池施設について、被害状況を点検し関係機関に報告する。（愛子ため池（月

山池）は震度 4 以上、その他は震度 5弱以上で宮城県河川課に被害状況を報告。） 

＜防災重点ため池＞ 

名称 管理主体 

愛子ため池（月山池） 経済局農林土木課 

斉勝沼ため池（サイカチ沼） 

 

 

 

 

 

 

 

防災重点ため

池の追加に伴

う修正 

 

宮城支店災害対策本部（連絡室） 

仙台南営業所 

災害対策本部 

（連絡室） 

仙台北営業所 

災害対策本部 

（連絡室） 

塩釜営業所 

災害対策本部 

（連絡室） 

仙台営業所 

災害対策本部 

（連絡室） 

仙台技術センター 

災害対策本部 

（連絡室） 

宮城支店・支社災害対策本部（連絡室） 

仙台南電力 

センター・営業所 

災害対策本部 

（連絡室） 

仙台北電力 

センター・営業所 

災害対策本部 

（連絡室） 

塩釜電力 

センター 

災害対策本部 

（連絡室） 

仙台電力 

センター 

災害対策本部 

（連絡室） 

 



（14/14） 
 

 

 

調整池 

銅谷 新釜の沢 

※愛子ダムは、震度 4以上、その他は震度 5以上で宮城県河川課に被害状況を報告。 

 

 

 

 

 

 

(4)～(5) 略 

銅谷ため池（銅谷堤） 

新釜の沢ため池 

住吉台第 5号ため池 

＜点検対象ため池＞ 

名称 管理主体 

白木堤ため池 経済局農林土木課 

将監ため池 

寿連原ため池 

(4)～(5) 略 

 


